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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
五
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条

第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取

（
以
下
「
公
聴
会
」
と
い
う
。
）
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
公
聴
会

の
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長
に
対

し
、
意
見
の
要
旨
並
び
に
住
所
、
氏
名
及
び
当
該
公
聴
会
の
事
由
と

な
る
処
分
に
つ
い
て
の
利
害
関
係
を
記
し
た
書
面
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。令

和
三
年
十
一
月
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

一

公
聴
会
を
行
う
日
時

令
和
三
年
十
一
月
十
六
日
（
火
曜
日
）

午
後
二
時
か
ら

二

公
聴
会
を
行
う
場
所

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎
二
階

第
二
〇

一
会
議
室

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

三

書
面
の
提
出
先

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指

導
第
一
課
日
影
規
制
・
紛
争
調
整
担
当

（
東
京
都
立
川
合
同
庁
舎
二
階
）

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

電
話
〇
四
二
（
五
四
八
）
二
〇
五
六

四

公
聴
会
を
行
う
理
由

次
の
建
築
許
可
を
す
る
た
め

建
築
主
住

所
氏
名

昭
島
市
田
中
町
一
丁
目
十
七
番
一
号

昭
島
市

建
築
敷
地

昭
島
市
東
町
二
丁
目
百
十
九
番
二
十
八
の
一
部

地
域
地
区

等

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
高
度
地

区
及
び
準
防
火
地
域

申

請

の

概

要

工
事
種
別

新
築

及
び
用
途

工
場
（
学
校
給
食
共
同
調
理
場
）

敷
地
面
積

約
四
、
二
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
面
積

約
一
、
七
九
九
平
方
メ
ー
ト
ル

延
べ
面
積

約
二
、
七
二
三
平
方
メ
ー
ト
ル

構
造
及
び

階
数

鉄
骨
造
ほ
か

地
上
二
階
建
て
ほ
か

高
さ

十
三
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
か

適
用
条
文

建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
五
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
を
許
可
し
た
の
で
、

同
法
第
百
四
条
の
二
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十

一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十
七
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

開
設
者
の
名
称

施
設
の
名
称

施
設
の
所

在
地

開
設
許
可

年
月
日

医
療
法
人
社
団

博
栄
会

医
療
法
人
社
団

博
栄
会

東
京

シ
ニ
ア
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
赤
羽

北
区
志
茂
一
丁

目
十
九
番
十
四

号

令
和
三
年
十

月
一
日

医
療
法
人
徳
洲

会

介
護
老
人
保
健

施
設

武
蔵
野

徳
洲
苑

西
東
京
市
向
台

町
三
丁
目
五
番

五
十
七
号

同
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
五
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
九
条
第
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二
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
老
人
保
健
施
設
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
百
四
条
の
二
第
二
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則

（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十
七
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

開
設
者
の
名
称

施
設
の
名
称

施
設
の
所

在
地

廃
止
年
月

日

医
療
法
人
沖
縄

徳
洲
会

介
護
老
人
保
健

施
設

武
蔵
野

徳
洲
苑

西
東
京
市
向
台

町
三
丁
目
五
番

五
十
七
号

令
和
三
年
十

月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
五
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
介
護
医
療
院
の
開
設
を
許
可
し
た
の
で
、
同
法
第

百
十
四
条
の
七
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年

厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
二
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

開
設
者
の
名
称

施
設
の
名
称

施
設
の
所

在
地

開
設
許
可

年
月
日

医
療
法
人
社
団

鹿
浜
会

介
護
医
療
院
足

立
鹿
浜
病
院

足
立
区
鹿
浜
三

丁
目
六
番
一
号

令
和
三
年
十

月
一
日

医
療
法
人
社
団

豊
徳
会

医
療
法
人
社
団

豊
徳
会

介
護

医
療
院

東
京

多
摩
病
院

狛
江
市
岩
戸
南

二
丁
目
二
番
三

号

同
日

公

告

東
京
都
知
事
表
彰
に
つ
い
て

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
三

年
十
一
月
九
日
に
表
彰
さ
れ
た
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は
名
称

事
績
の
概
要

【
青
少
年
健
全
育
成
功
労
者
】

宮
本

幸
治

永
山

幸
江

藤
塚

米
子

青
少
年
を
健
全
に
育
成
す
る
た
め
に
多
年
に

わ
た
り
積
極
的
に
活
動
し
、
特
に
顕
著
な
功

績
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

伊
藤

博
之

甚
野

永
子

山
﨑

莞
爾

津
端

千
𠮷

平
林

繁
雄

菅
原

絹
代

寺
田

篤
子

西
山

和
彦

齊
藤

一
郎

守
屋

幸
子

石
田

美
家
子

作
野

言
恵

井
口

容
宏

小
張

賀
壽
美

平
山

讓
助

三
好

俊
司

鷲
見

志
雄

櫻
井

ち
か
ゑ

三
井

久
夫

田
中

康
裕

尾
崎

恭
司

山
本

博

松
木

安
子

村
井

平

四
宮

友
彬

會
田

勝
康

種
市

幸
子

井
上

房
雄

菅
谷

さ
と
子

宍
戸

吉
男

新
藤

富
士
雄

島
田

幸
雄

栗
山

育
子

木
戸

順
子

松
本

幸
次

堀
井

聡
子

荒
牧

博

武
藤

美
奈
子

眞
部

弘

富
永

義
徳

比
留
間

誠

粕
谷

み
ゆ
き

半
田

京
子
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中
山

君
子

葛
尾

豊

廣
田

寛
樹

池
上

洋
子

葛
西

重
敏

髙
津

靖
夫

神
田

幸
博

太
田

文
子

山
田

富
美
子

勝
間
田

和
子

前
川

和
子

豊
島

秀
臣

伊
藤

洋
一

羽
場

公
一

岡
本

由
美

尾
崎

純
子

白
井

清
美

渋
谷

孝
一

宮
本

裕
子

【
青
少
年
健
全
育
成
功
労
団
体
】

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
東

京
都
第
六
十
三
団

青
少
年
を
健
全
に
育
成
す
る
た
め
に
多
年
に

わ
た
り
積
極
的
に
活
動
し
、
特
に
顕
著
な
功

績
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

【
模
範
青
少
年
】

浅
岡

聖
空

岡
田

陽
夏
乃

大
野

裕
二
郎

公
共
へ
の
奉
仕
や
青
少
年
の
指
導
な
ど
、
他

の
青
少
年
の
模
範
と
な
る
行
動
を
な
さ
い
ま

し
た
。

塚
越

玄

森

海
斗

【
模
範
青
少
年
団
体
】

世
田
谷
区
立
砧
中
学

校Ｉ

組

江
戸
川
区
子
ど
も
会

連
合
会

葛
西
支
部

公
共
へ
の
奉
仕
や
青
少
年
の
指
導
な
ど
、
他

の
青
少
年
の
模
範
と
な
る
行
動
を
な
さ
い
ま

し
た
。

町
田
市

南
大
谷
子

ど
も
ク
ラ
ブ
子
ど
も

委
員
会

大
島
交
通
少
年
団

町
田
交
通
少
年
団

久
松
交
通
少
年
団

板
橋
区
立
赤
塚
第
二

中
学
校
生
徒
会

荏
原
消
防
少
年
団

大
森
消
防
少
年
団

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
を
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
５
ｙ
ｅ
ａ
ｒ
ｓ

二

代
表
者
の
氏
名

大
久
保

淳
一

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

港
区
芝
浦
三
丁
目
四
番
二
号

グ
ラ
ン
パ
ー
ク
ハ
イ
ツ
二
六
〇

四
四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
親
子
は
ね
や
す
め

二

代
表
者
の
氏
名

宮
地

浩
太

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

千
代
田
区
岩
本
町
二
丁
目
十
八
番
十
四
号

四

そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地

長
野
県
東
筑
摩
郡
筑
北
村
坂
井
六
千
五
百
七
十
五
番
地
イ

五

認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
十
月
十
四
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
十
三
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
キ
ッ
ズ
ド
ア

二

代
表
者
の
氏
名

渡
邉

由
美
子

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
新
川
二
丁
目
一
番
十
一
号

八
重
洲
第
一
パ
ー
ク
ビ
ル

七
階

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
十
月
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
十
四
日
ま
で

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
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都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

小
平
市
上
水
本
町
四
丁
目
千
四
百

八
十
八
番
一
の
一
部
、
千
五
百
十

番
一
並
び
に
同
番
三
及
び
同
番
四

の
各
一
部
、
同
番
六
並
び
に
同
番

八
及
び
同
番
九
の
各
一
部
、
同
番

十
並
び
に
同
番
十
五

小
平
市
上
水
本
町
四
丁
目
十
二

番
八
号

大
和

康
成

小
金
井
市
前
原
町
四
丁
目
七
百
二

十
六
番
五
十
二
、
同
番
五
十
三
、

七
百
五
十
番
五
及
び
同
番
六

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

千
葉
雄
二
郎

調
布
市
仙
川
町
二
丁
目
八
番
十
四

調
布
市
仙
川
町
二
丁
目
七
番
地

七

齊
藤

喜
兆

東
村
山
市
秋
津
町
三
丁
目
十
番
六

及
び
同
番
二
十
一
か
ら
同
番
二
十

四
ま
で

埼
玉
県
狭
山
市
祇
園
四
番
四
十

七
号

株
式
会
社
ス
マ
イ
ル
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

谷

栄

東
村
山
市
恩
多
町
五
丁
目
五
十
番

四

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

調
布
市
国
領
町
五
丁
目
六
十
一
番

一
及
び
同
番
二
十
七
か
ら
同
番
三

十
四
ま
で

神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
区
橋
本

三
丁
目
十
一
番
八
号

株
式
会
社
イ
ー
カ
ム

代
表
取
締
役

⻆
田

満

西
東
京
市
泉
町
四
丁
目
二
千
二
百

二
十
九
番
十
、
二
千
二
百
三
十
番

五
、
同
番
五
地
先
、
泉
町
五
丁
目

二
千
二
百
二
十
四
番
一
及
び
同
番

十

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
七

十
二
番
地
四
十

誠
賀
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
賀
美

誠

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
新
設
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
新
設
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
十
一
月
九
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
豊
洲
四
丁
目
店
舗
計
画

二

店
舗
所
在
地

江
東
区
豊
洲
四
丁
目
三
番
二
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

四

設
置
者
住
所

中
央
区
日
本
橋
本
町
三
丁
目
六
番
二
号

五

小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

六

新
設
を
す
る
日

令
和
四
年
六
月
二
十
六
日

七

店
舗
面
積
の
合
計

二
千
百
七
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル

八

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

七
十
二
台

九

駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

百
三
十
五
台

十

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

店
舗
内

五
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

十
一

廃
棄
物
等
の
保
管

施
設
の
位
置
及
び

容
量

店
舗
内

十
一
・
九
六
立
方
メ
ー
ト
ル

十
二

小
売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻

午
前
九
時

十
三

小
売
業
を
行
う
者

の
閉
店
時
刻

翌
午
前
一
時

十
四

来
客
が
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
翌
午
前
一
時

十
五
分
ま
で

十
五

駐
車
場
の
自
動
車

の
出
入
口
の
数
及

び
位
置

一
箇
所

店
舗
西
側

十
六

荷
さ
ば
き
施
設
に

お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で

き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で

十
七

届
出
日

令
和
三
年
十
月
二
十
五
日
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十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
一
月
九
日
か
ら
令
和
四
年

三
月
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
昭
島
も
く
せ
い
の
杜
商
業
施
設
計
画

二

店
舗
所
在
地

昭
島
市
も
く
せ
い
の
杜
二
丁
目
五
十
番
八

三

設
置
者
名

株
式
会
社
フ
ー
コ
ッ
ト
ほ
か
一
名

四

意
見

ア

聴
取
者

昭
島
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
三
年
十
月
七
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
九
日

ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め

る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
ビ
バ
モ
ー
ル
八
王
子
多
摩
美
大
前

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
鑓
水
二
丁
目
百
八
番
一
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ビ
バ
ホ
ー
ム

四

意
見
書

ア

提
出
者
及
び

住
所

団
体

八
王
子
市

イ

概
要

出
店
計
画
地
周
辺
に
は
小
・
中
学
校
の
通
学

路
が
あ
る
の
で
、
通
学
路
の
安
全
対
策
に
つ

い
て
は
、
交
通
事
故
に
対
す
る
万
全
な
方
策

を
講
じ
ら
れ
た
い
。

と
り
わ
け
以
下
の
三
地
点
に
お
け
る
交
通
対

策
に
十
分
配
慮
さ
れ
た
い
。

（
地
点
一
）
都
道
二
十
号
線
（
柚
木
街
道
）

の
「
八
戸
入
口
」
交
差
点
よ
り
、
浜
街
道
を

南
へ
六
十
メ
ー
ト
ル
の
場
所
に
あ
る
交
差
点

で
の
交
通
事
故
の
防
止
に
努
め
ら
れ
た
い
。

（
地
点
二
）
都
道
二
十
号
線
（
柚
木
街
道
）

の
「
鑓
水
枝
畑
」
交
差
点
の
信
号
調
整
等
に

よ
り
、
右
折
待
ち
渋
滞
の
防
止
を
図
り
、
歩

行
者
が
安
心
し
て
横
断
で
き
る
よ
う
対
策
を

検
討
さ
れ
た
い
。

（
地
点
三
）
上
記
一
か
ら
二
の
地
点
を
結
ぶ

通
学
路
は
、
歩
道
と
車
道
が
明
確
に
区
分
さ

れ
て
い
な
い
狭
隘
な
道
路
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

来
店
車
両
の
侵
入
防
止
を
図
ら
れ
た
い
。

ウ

収
受
日

令
和
三
年
十
月
七
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興

課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
九

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）

に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を

除
く
。
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